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 第 7 章 財政計画             

1 前提条件等 

 

本計画は、合併後の平成 17 年度から令和 6 年度までの 20 年間について、歳入・歳出

の項目ごとに過去の実績を基礎として、合併に係る特例措置を見込み、普通会計ベース

で策定しています。 

なお、平成 17 年度から平成 30 年度までは決算額、令和元年度は当初予算額であり、

令和 2年度以降については現行制度を基本として、以下のとおり推計しています。 

 

(1) 歳入 

ア 地方税 

個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税等があり、過去の

実績により見込んでいます。 

 

イ 地方譲与税等 

地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、地方道路譲与税、利子割交付金、地方消費

税交付金、ゴルフ場利用税交付金等があり、過去の実績により見込んでいます。地方

消費税交付金については、消費税率の引き上げに伴う増収を見込んでいます。 

 

ウ 地方交付税 

普通交付税及び特別交付税があり、国の地方財政計画を考慮するとともに、合併特

例債にかかる元利償還額の 70％の普通交付税措置分を見込んでいます。また、平成

27 年度から令和元年度までは普通交付税の合併算定替による段階的な縮減措置を、

令和 2年度以降は一本算定による額を考慮しています。 

 

エ 分担金及び負担金 

過去の実績により見込んでいます。 

 

オ 使用料及び手数料 

過去の実績により見込んでいます。 

 

カ 国・県支出金 

計画事業における財源を見込んでいます。 

 

キ 地方債 
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新市建設計画における主要事業等を基に、通常の地方債のほか合併特例債の活用を

見込んでいます。臨時財政対策債については、令和 2年度以降も継続して発行される

ものとして推計しています。 

 

ク その他の収入 

財産収入、繰入金、繰越金、諸収入等があり、過去の実績及び推計の積み上げによ

り見込んでいます。 

 

(2) 歳出 

 

ア 人件費 

人件費とは、議員報酬、特別職給与、職員給与、共済費等があります。 

令和 2年度からの会計年度任用職員制度の導入による影響額を見込んでいます。 

 

イ 物件費 

物件費とは、業務（ごみ収集や施設等の管理等）を委託する経費や事務の経費等で

す。 

過去の実績及び推計の積み上げにより算出し、運営方法の見直し等による削減効果

を見込んでいます。 

 

ウ 扶助費 

扶助費とは、福祉関係の措置費や福祉医療扶助費の経費等です。 

過去の実績および保育料無償化の影響を考慮し、今後の社会保障経費の増加を見込

んでいます。 

 

エ 補助費等 

補助費等とは、一部事務組合や各種団体等に対する負担金や補助金等です。 

過去の実績により見込んでいます。 

 

オ 公債費 

公債費とは、主に建設事業を行う際に借り入れた借入金の返済金です。 

現在までの借入れに対する元利償還金に、新市建設計画普通建設事業をはじめとし

た計画事業における借入額及び臨時財政対策債の元利償還金を見込んでいます。 

 

カ 繰出金 

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・下水道事業特別会計等への繰出金です。 
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過去の実績を基に、高齢化社会に伴う介護保険特別会計への繰出金の増を見込んで

います。 

 

キ 普通建設事業費 

普通建設事業費とは、道路や施設の建設等を行うための経費です。新市建設計画に

おける主要事業等を基に見込んでいます。 

 

ク その他の支出 

維持補修費、貸付金、災害復旧費等があり、過去の実績及び推計の積み上げにより

見込んでいます。 

 

(3) 国・県の支援 

ア 合併市町村補助金（国）                【 ３年間で 4.8 億円】 

（市町村建設計画に基づく事業に対する国からの補助金） 

 

イ 市町村合併特別交付金（県）               【 ５年間で７億円】 

（市町村建設計画に基づく事業に対する県からの交付金） 

 

ウ 合併特例債 

●合併後の市町村のまちづくりのための建設事業に対する財政措置 

  【 20 年間標準全体事業費の上限約 224.3 億円、普通交付税算入額 約 149.1 億円】 

合併に伴い必要となるまちづくりのための事業については、事業費の 95％に合併特

例債が充当でき、その内元利償還金の 70％が後年度において普通交付税の基準財政需

要額として措置されます。 

●合併後の市町村の振興のための基金造成に対する財政措置 

             【標準基金規模の上限約 25.7 億円、普通交付税算入額 約 17 億円】 

合併後の市町村における地域振興のための基金造成については、標準基金規模の上

限 95％に合併特例債が充当でき、その内元利償還金の 70％が後年度において普通交付

税の基準財政需要額として措置されます。 

エ 普通交付税                     【 ５年間で 約 5.4 億円】 

合併直後に必要となる臨時的経費（基本構想の策定、ネットワークの整備、住民サ

ービスの水準の調整等）を５年間にわたり均等に普通交付税で措置されます。 

 

オ 特別交付税                     【 ３年間で 約 7.5 億円】 

新たなまちづくり、公共料金格差調整について、１年目５割、２年目３割、３年目

２割の割合で３年間にわたり、特別交付税で措置されます。 
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